
保育所入所児童選考基準表 

番

号 

類型 細目（保護者（父母）の状況） 指数

（父） 

指数

（母） 

① 居宅

外労

働 

外勤 

居宅外

自営 

週５日又は月

２０日以上就

労 

１日８時間以上の就労を常態 １０ １０ 

１日７時間以上８時間未満の就労を常

態 

９ ９ 

１日６時間以上７時間未満の就労を常

態 

８ ８ 

１日４時間以上６時間未満の就労を常

態 

７ ７ 

週４日又は月

１６日以上就

労 

１日８時間以上の就労を常態 ８ ８ 

１日７時間以上８時間未満の就労を常

態 

７ ７ 

１日６時間以上７時間未満の就労を常

態 

６ ６ 

１日４時間以上６時間未満の就労を常

態 

５ ５ 

週３日又は月

１２日以上就

労 

１日８時間以上の就労を常態 ６ ６ 

１日７時間以上８時間未満の就労を常

態 

５ ５ 

１日６時間以上７時間未満の就労を常

態 

４ ４ 

１日４時間以上６時間未満の就労を常

態 

３ ３ 

居宅

内労

働 

内勤 

居宅内

自営 

週５日又は月

２０日以上就

労 

１日８時間以上の就労を常態 １０ １０ 

１日７時間以上８時間未満の就労を常

態 

９ ９ 

１日６時間以上７時間未満の就労を常

態 

８ ８ 



１日４時間以上６時間未満の就労を常

態 

７ ７ 

週４日又は月

１６日以上就

労 

１日８時間以上の就労を常態 ８ ８ 

１日７時間以上８時間未満の就労を常

態 

７ ７ 

１日６時間以上７時間未満の就労を常

態 

６ ６ 

１日４時間以上６時間未満の就労を常

態 

５ ５ 

週３日又は月

１２日以上就

労 

１日８時間以上の就労を常態 ６ ６ 

１日７時間以上８時間未満の就労を常

態 

５ ５ 

１日６時間以上７時間未満の就労を常

態 

４ ４ 

１日４時間以上６時間未満の就労を常

態 

３ ３ 

内勤 週４日以上日中週３０時間以上の就労を常態 ４ ４ 

週３日以上日中週１２時間以上の就労を常態 ３ ３ 

② 出産 出産予定月の前２箇月から後３箇月の期間内にある方 ― ７ 

③ 疾病 入院（１箇月以上）している場合 １０ １０ 

居宅内療養 常時病臥 １０ １０ 

精神性疾患、感染症又は特殊疾病 １０ １０ 

安静を要する状態（常時病臥ではな

い。） 

６ ６ 

通院加療 ５ ５ 

障害 身体障害者手帳１・２級、療育手帳A、精神障害者手

帳１～３級 

１０ １０ 

身体障害者手帳３級、療育手帳B ７ ７ 

身体障害者手帳４級以下 ４ ４ 



④ 介護等 入院の付添

い 

１箇月以上家族の付添いに当たっている

場合 

９ ９ 

自宅介護 全介護を必要とする場合 ９ ９ 

一部介護を必要とする場合 ７ ７ 

支援を必要とする場合 ５ ５ 

⑤ 災害 災害復旧のために保育に当たれない場合 １０ １０ 

⑥ 求職 求職のため、日中の外出を常態としている場合 ３ ３ 

⑦ 就学 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）に定める学

校、職業訓練校に通学している場合 

７ ７ 

その他就労を目的とし、就学している場合 ４ ４ 

⑧ 特別支援 児童虐待又はDV（配偶者に対する暴力）のおそれが

ある場合 

１０ １０ 

 合計  

①は、育児休業取得時に既に保育所を利用している児童がいて継続利用が必要である

場合を含む。 

調整指数表 

番号 状況 指数 

① ひとり親世帯又は父母不存在世帯（祖父母同居含む。） １５ 

② 生活保護世帯（就労により自立支援につながる場合等） １５ 

③ 生計中心者の失業（自発的失業を除く。）により、就労の必要性が高い場

合 

３ 

④ 児童虐待又はDVのおそれがある場合等、社会的養護が必要な場合 １５ 

⑤ 児童が障害等を有しており、特別支援が必要であると認められる場合 ２ 

⑥ 利用児童以外の児童の育児休業取得により退所し、育児休業明けに申込み

する場合 

１ 

⑦ 兄弟姉妹（多胎児を含む。）が同一の保育所の利用を希望する場合 １ 

⑧ 申請時点で入所している施設と同一の保育施設を第一希望としている児童 １ 

⑨ 小規模保育事業等の卒園児童が連携施設の利用を希望する場合 ２ 

⑩ 保護者の疾病若しくは障害の状況又は各世帯の経済的状況を考慮する場合 １ 



⑪ 父又は母が幼稚園教諭、保育士教諭又は保育士である児童 ３ 

⑫ 父又は母が放課後児童クラブの指導員等である児童 １ 

⑬ 兄弟姉妹がいずれかの保育施設に入所している場合 ２ 

⑭ 児童の属する世帯が正当な理由なく保育所保育料、保育所給食費、保育所

延長保育料又は放課後児童クラブ使用料（当該児童の兄弟姉妹に係る債権

を含む。）を申込の時点において３か月以上滞納している場合 

△５ 

⑮ 同居の６５歳未満の祖父母が無職、求職中又は月４８時間以上の就労をし

ていない場合（同一世帯（世帯分離含む。）、敷地内同居を含む。） 

△３ 

 合計  

 

基本指数合計  調整指数合計  総合計  

優先順位 

入所指数（保育所入所児童選考基準表と調整指数表の合計）が同一の場合、次の

順位による 

① 兄弟姉妹が入所している児童 

② 兄弟姉妹が入所申込みをしている児童 

③ 兄弟姉妹が同期間、幼稚園預かり保育、放課後児童クラブの利用申込をしている児

童 

④ 監護している子ども（対象児童の兄弟姉妹）の人数がより多い世帯の児童 

⑤ 前年度に入所申込みをしている児童 

⑥ 前年度町民税の所得割額（父母の合計）がより低い世帯の児童 

 


